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【共同アピール】 

福島第一原発敷地内と「警戒区域」内での定期的な取材機会の要請   

 

東日本大震災から２カ月が経過した現在でも予断を許さない状況が続く福島第一原子力発電所（福島第一

原発）において、長期的かつ継続的な視野に立った情報公開とそれを実現するための取材機会を提案すると

ともに、東京電力と福島原子力発電所事故対策統合本部（本部長＝菅直人首相）に以下要請します。 

 

１ 福島第一原発敷地内での定期的な取材・撮影機会の実現を 

 

 ３月 11 日以降、福島第一原発敷地内での映像や写真は東京電力や自衛隊が撮影・提供したものにほぼ限定

されてきました。しかし、原発敷地内で現在起きていることは一企業の事故範囲を超えて、国内のみならず

世界が注視する重大な社会的事態といえます。その期間はもはや短期間ではなく、数十年にも渡って長期的

かつ継続的に対応・検証しなければならないことであり、その公共性は極めて大きく、様々なメディアを通

じて広く国内外に知らされるべきことです。したがって、それらを伝えるメディアによる取材・撮影を実現

させるべく、同原発敷地内を今後は定期的・継続的（少なくとも月に数回程度）に報道陣に公開する機会を

設けるよう要請します。 

メディアからの個別の取材申請を受け付けるのが前提ですが、それに対応できない場合はプール（集団）

取材方式であっても早急に実現を望みます。規定の防護服を着た報道陣をマイクロバスに乗せて同原発敷地

内に入れ、同原発係官らの案内によって説明をうけつつ取材・撮影するような形が考えられます。免震棟で

の様子のほか、放射線量限度の可能な範囲で敷地内の様子の取材・撮影、第一原発所長や作業員との質疑応

答などの機会を要請します。 

 

２ 福島第一原発・作業員らへの定期的な取材・撮影機会の実現を 

 

同原発で働く作業員たちの様子は、これまで主に匿名・顔出しＮＧを条件にメディアで報道されてきまし

た。しかし、高い放射線量の危険な状況下での任務を背負う彼らの役割と立場は、もはや一企業に所属する

社員・スタッフを超えて、原発の事態を収束させる“公務”に近いものであり、彼らの現状と声や姿は広く

知らされなければならない公共性があると考えます。したがって、今後は原発作業員たちの定期的・継続的

な記者会見を実施されるよう要請します。裁判員制度が始まって以来、裁判員の会見等が行われていますが、

それに似たような形式でも早急に設けるべきです。また原発作業員たちの拠点となるＪビレッジの様子も同

じく、定期的かつ継続的な取材・撮影機会を要請します。 

 

３ 20 ㌔圏内の「警戒区域」内の定期的取材・撮影機会の実現を 

 

福島原発から 20 ㌔圏内の「警戒区域」については、４月 22 日以降「立入禁止」となっていますが、これ

も定期的に公開されて取材できる機会を要請します。警戒区域内の状況がその後どうなっているのかを知ら

せるために、報道取材の立ち入りを認めるよう警察庁にも要請します。少なくとも月に数回程度は報道陣が

警戒区域内に入って取材・撮影できるような機会を設けるべきです。 

これまで 20 キロ圏内では警察が行う行方不明者捜索活動や「一時帰宅」への同行取材等がありましたが、

今後はそうした同行取材に限定するものではなく、ある一定時間の範囲において自由に現地で取材・撮影す

る形が考えられます。合わせて 20 キロ圏内に入って取材を行う者への罰則規定を除外するよう望みます。そ

れまで人が居住していた地域を「立入禁止」とした以上、その地域の定期的な情報公開は民主主義国家にお

いて必要不可欠なものといえます。 

 

（補足） 

上記のような取材機会は、本来は各メディアが個別に東電や同事故対策統合本部に要請することが大前提

であります。しかし、これまでの福島原発の状況を伝える極めて限定的な現地報道を見る限り、どのような

取材・撮影体制であっても、福島原発敷地内とＪビレッジと警戒区域内に、定期的・継続的にメディアが入
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れるような最低限の環境を東電と同事故対策統合本部に認めさせる要請が先決・重要であると考え、このよ

うな取材機会を提案しています。 

これまで東電本店、経済産業省、統合本部等で行われている記者会見では、実際の現場の様子が直接確認

できず、また提供写真・映像だけで、その検証も議論も外部からできないまま事態が推移してきました。東

電は第一原発での個別の現場取材依頼に対してはほとんど応じていない現状を考えれば、原発敷地内と作業

員の様子を国民に定期的かつ継続的に提供することは、政府・東電はもちろん、メディアにとっても極めて

重大な「国民の知る権利」にこたえる社会的責務といえます。 

 

以上のような取材・撮影・インタビュー・記者会見の機会と情報公開に向けて、６月からの速やかな実現

を目指して、東京電力と同事故対策統合本部に協力を要請します。 

 

２０１１年５月 22 日 

 

●呼びかけ人 

綿井健陽（フリージャーナリスト）/広河隆一（『ＤＡＹＳ ＪＡＰＡＮ』編集長）/篠田博之（月刊『創』

編集長）/他 

●賛同者 

青木 理（ジャーナリスト）/石高健次（ジャーナリスト）/石丸次郎（ジャーナリスト／アジアプレス）/

伊田浩之（『週刊金曜日』編集部）/岩崎貞明（『放送レポート』編集長）/江川紹子(ジャーナリスト)/ 大谷

昭宏（ジャーナリスト）/大塚敦子(フォトジャーナリスト)/ 小田桐誠（ジャーナリスト・大学講師）/落合

誓子(ルポライター/作家。石川県珠洲市在住)/ 落合由利子（写真家）/桂 敬一（メディア研究者）/河内 孝

(フリーランス・ジャーナリスト)/草薙厚子（フリーランス・ ジャーナリスト）/小池正春（放送ジャーナリ

スト）/坂上香(ドキュメンタリー映画監督／津田塾大学教員）/白石 草（OurPlanetTV）/神保哲生（ビデオ

ニュース・ドットコム）/須藤晶子(フリーランスエディター)/田原総一朗（ジャーナリスト）/玉本英子（ジ

ャーナリスト）/土江真樹子（映像ジャーナリスト）/戸田桂太（武蔵大学名誉教授）/永江朗（フリーライタ

ー／早稲田大学文学学術院教授）/中島岳志（北海道大学教員/永田浩三（武蔵大学教授）/野中章弘（ジャー

ナリスト／アジアプレス代表）/橋場義之(上智大学教授)/畠山理仁(フリーランスライター)/服部孝章（立教

大学社会学部教授）/宮台真司(首都大学東京教授)/安岡卓治（映画プロデューサー）/原 寿雄（ジャーナリ

スト）/藤森研(専修大学教授)/松本良次（筑摩書房編集者）/元木昌彦（編集者）/桃井和馬（写真家・ジャ

ーナリスト）/森功（ノンフィクションライター）/森達也(作家/監督)/山口一臣（前『週刊朝日』編集長）/

和仁康夫（ジャーナリスト）/他 

●問い合わせ・連絡先  日本ビジュアル・ジャーナリスト協会（JVJA）事務局   綿井健陽  

TEL : 090-6101-6113 <twatai@pop01.odn.ne.jp> 

 

上記１～３の取材にあたる報道陣は、以下のような同事故統合対策本部の会見に現在参加できる協会・機

関の加盟社（者）の中から、自発的な意思と安全確保の自己責任でもって臨む記者・カメラマン等で構成・

対応されることを現時点では仮に想定しています。 

 

【参考・福島原発事故対策統合本部の共同記者会見に現在参加可能な方々】 

１ 日本新聞協会会員  

２ 日本専門新聞協会会員  

３ 日本地方新聞協会会員  

４ 日本民間放送連盟会員  

５ 日本雑誌協会会員  

６ 日本インターネット報道協会会員  

７ 日本外国特派員協会（FCCJ）会員及び外国記者登録証保持者  

８ 発行する媒体の目的、内容、実績等に照らし、１から７のいずれかに準ずると認め得る者  

９ 上記メディアが発行する媒体に定期的に記事等を提供する者（いわゆるフリーランス）  


